
ハイタクフォーラム

引き続きタクシー事業法の実現へ向け運動を展開すること

を確認
（全自交労連・交通労連ハイタク部会・交通労連ハイタク協議会）

２０１２年９月７日 全自交労連・交通労連ハイタク部会・私鉄総連ハイタク協議会が見

解を発表

この日のハイタクフォーラム代表者会議は、通常国会が翌

日に閉じるに当たって、民主党タクシー議連の「タクシー

事業法案」が国会上程にまで至らなかった政治情勢や、八

月に自民党タクシー議連が出した対案の内容について分析

し、フォーラムとして引き続き民主党案をベースにした事

業法の早期実現をめざし、集会や政党への働きかけなど運

動をより一層強めることを確認しました。

代表者会議のあとの記者会見で、フォーラムの代表委員を務める伊藤実全自交労連委員長

は 「事業法は、労使がともに一致協力して取り組んできているものだ。ハイタク産業の、

将来を考えたら、今何としても実現しなければならない」と改めて事業法にかける決意を

表明するとともに 「自民党案は、現行の特措法の一部手直しに過ぎない。特措法では限、

界が明らかになっているからこそ、ハイタク産業が抱える厳しい問題を抜本的に解決する

ためには事業法が必要だ」と強調しました。また、自民党案が提起している、独禁法の適

用除外についてはその実効性に疑問があり、運賃については特定地域とそれ以外でダブル

スタンダードを生じることとなり、再び下限割れ運賃などが拡大する恐れがあると指摘し

ました。その上で 「民主党案と自民党案では法律の性格がまったく違い、足して２で割、

ることは難しいが、台数規制や適正運賃など根幹の所では調整は可能なはず」と述べ、関

係者の努力を期待しました。ハイタクフォーラムでは、今後、臨時国会をにらんで、与野

党への働きかけや事業法実現を訴える集会などを取り組んでいくことにしています。




